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地方独立行政法人市立東大阪医療センター第 2 期中期目標、中期計画策定スケ
ジュール（予定）

時期 事項 内容

9月下旬～
10月上旬

評価委員（事前）

レク

① 中期目標（案）の説明及び意見聴取 

② 中期計画（素案）の説明及び意見聴取 

（各評価委員へ確認） 

10月 2日 第 3回評価委員会 ① 中期目標（案）の説明及び意見聴取 

② 中期計画（素案）の説明及び意見聴取 

※パブコメ前の中期目標（案）の決定 

10月 15日～
11月 16日

パブリックコメン

ト

中期目標（案）のパブリックコメントによる意

見募集期間 

パブリックコメント実施後の中期目標（案）を 

委員長へ報告 

11月中旬～
11月下旬

評価委員へ報告 パブリックコメント実施後の中期目標（案）を

評価委員へ報告 

11月下旬 市長副市長へ報告 中期目標（案）を報告 

11月下旬 評価委員会から市

長へ意見書の提出

中期目標（案）に対する意見書の提出 

（委員長一任） 

11月下旬 議会提案 市は中期目標（案）を議会へ提案（議決事項） 

12月下旬 評価委員へ報告 中期計画（素案）の説明及び意見聴取 

1月中旬～
1月下旬

評価委員へ（事前）

レク

中期計画（案）の説明及び意見聴取 

1月下旬 第 4回評価委員会 中期計画（案）の説明及び意見聴取 

2月上旬 評価委員会から市

長へ意見書の提出

中期計画（案）に対する意見書の提出 

（委員長一任） 

2月未定 議会提案 中期計画（案）を議会へ提案（議決事項） 

現時点でのスケジュール予定のため、状況によって変更となる場合があります。
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第 2期中期目標（案）について（第 1期中期目標からの主な変更点） 

  【第 2 回評価委員会意見反映後】 

＜要点１＞ 

第1 中期目標の期間 

 令和３年４月１日から令和７年３月３１日までの４年間とする。 

（第 1期中期目標） 

    平成 28 年 10 月 1 日から平成 33 年（令和 3年）3 月 31 日までの 4年 6 カ月間と 

   する。 

   【評価委員意見】 

    原案どおりでよい。 

＜要点２＞ 

第2 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療センターとして担うべき役割 

 (3)がん医療 

 (4)4 疾病に対する医療      5 疾病に対する医療 

（第 1期中期目標） 

  (3)4 疾病に対する医療水準の向上 

   【評価委員意見】 

    中期目標に関する意見はなし（中期計画において検討） 

＜要点３＞ 

第2 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療センターとして担うべき役割 

     (7)その他の役割 

      ・検診、公開講座等の疾病予防の取組みを行うこと。（1 期：予防医療より） 

      ・難病患者に対する医療を適切に行うこと。（新設） 

      ・臨床研究を行うことにより、治療方法の開発や病気の原因解明に取り組むこと。（新設） 

    （第 1 期中期目標） 

      第 2-1-(6)予防医療 
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        「人間ドック、その他検診等の疾病予防の取組みを行うこと。」 

   【評価委員意見】 

    原案どおりでよい。 

＜要点４＞ 

第3 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 人材の確保と育成 

     第 1 期中期目標の第 3-2-(2)法人職員の確保を削除 

     ⇒第 3-2-(1)人材の確保に集約 

   【評価委員意見】 

     第 2 期中期目標期間において引き続き経過を見られても良いかと思う。 

   【市の考え方】 

     第 3-2-(1)人材の確保の項目において「病院特有の事務に精通した職員を確保し、事務

部門の職務能力の向上を図ること。」として集約した。 

＜要点５＞ 

第3 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 人材の確保と育成 

 (3)人事給与制度 

   ・医療センター独自の人事評価制度を構築し、職員の意欲を引き出す人事給与制度 

を構築すること。 （新設） 

   【評価委員の意見】 

    ・人事評価制度の導入にコストがかかり、すぐに結果に結びつかない。医療センターで対応

可能か疑問である。人事給与制度の構築も医療センターが対応できるか疑問である。 

    ・職員の意欲を引き出すというところまでは難しいかもしれないが、人事給与制度の文言は

残したほうがよい。いつまでに実施するか期限を決めるてやるのが理想である。 

    ・医療センターに人事給与制度は必要だと思う。構築に向けて検討するなどの表現が良い

かと思う。 

   【市の考え方】 

    評価委員の意見をもとに医療センターと調整して次の表現とした。 

    (3)人事給与制度 
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     ア 職員の業務や能力を適切に評価できる人事評価制度の構築を検討すること。   

     イ 職員の給与は、当該職員の勤務成績や法人の業務実績を考慮し、かつ、社会一般の

情勢に適合すること。（原案どおり：人事給与制度） 

＜要点６＞ 

第4 財務内容の改善に関する事項 

１ 経営基盤の確立 

  ・毎年度の経常収支比率を改善すること。 

  （第 1 期中期目標） 

   「中期目標期間内に医業収支の改善及び経常収支比率 100%以上を達成すること。」 

      ・業務運営に必要な資金を安定的に確保すること。（新設） 

    【評価委員の意見】 

      原案どおりでよい。 

＜要点７＞ 

第4 財務内容の改善に関する事項 

２ 収入の確保 

 ・地域医療機関からの新規紹介患者の増加を図り、新規入院患者の増加及び病床利 

用率の向上による増収を目指すこと。 

（第 1 期中期目標） 

       「新規入院患者の増加、入院日数の適正化、病床利用率の向上による増収を目指すこ 

と。」 

    【評価委員の意見】 

      原案どおりでよい。（中期計画において検討） 

＜要点８＞ 

第4 財務内容の改善に関する事項 

３ 費用の節減 

      第 1 期中期目標の「医薬品、診療材料の在庫管理の適正化を図ること。」を削除 

    【評価委員の意見】 
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      在庫管理の適正化については、削除せず更新していけばよいのではないか。 

    【市の考え方】 

      医療センターと調整した結果、「在庫管理の適正化を図ること」はコスト削減という観点よ 

り、在庫紛失などのリスクに備える内部統制の観点から遵守すべき項目であり、中期目標 

（案）としては、費用の節減ではなく、内部統制のリスクマネジメントに包括されるとした。 

 よって、中期目標（案）としては「２．第 3-1-(2)内部統制」の項目のリスクマネジメントに包 

括されるため、中期計画において改めて検討するとした。 

＜要点９＞ 

第5 その他業務運営に関する重要事項 

１ 中河内救命救急センターの運営 

  ・現在の指定管理期間満了となる令和 4年 4月以降の運営について、本市とともに大阪 

府と十分な協議を行い方向性を決定すること。 

   【評価委員の意見】 

     原案どおりでよい。 

＜要点 10＞ 

第5 その他業務運営に関する重要事項 

３ 施設整備に関する事項（新設） 

  ・建築から 20 年以上経過した施設・設備について、計画的に適切な点検・改修・更新を 

行い、長寿命化を図ること。 

      ・従来の想定を超える災害発生時に対応できるよう、施設の強靭化について検討し、取 

組を進めること。 

   【評価委員意見】 

     特になし。 

＜その他項目＞ 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

    ４ 地域医療機関との連携強化 

(1) 地域医療支援病院としての連携強化 

ア 急性期病院である医療センターの機能を果たすために、地域の医療機関や市の関

係部局と連携しつつ「かかりつけ医」を持つことの啓発を行い、病状に応じた紹介及び

逆紹介により、地域で必要とされる専門的な医療、入院医療、救急医療を積極的に行
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い、機能分担を進めること。（第 1期同様） 

  【評価委員の意見】 

    第 1 期に引き続き第 2期中期目標においても明記するべきである。 

第3 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

   １ 業務運営体制の構築 

(2) 内部統制 

ア 地方独立行政法人に求められる内部統制の目的に留意し、当該中期目標に基づ 

き法令等を遵守しつつ業務を行い、医療センターの設立目的を有効かつ効率的に 

果たすための仕組みを適切に運用すること。 

イ 各種情報収集・分析を基にした企画及び院内・院外への広報や連絡調整といっ 

た、組織横断的な経営企画機能の強化を図ること。 

ウ 明確な役割分担と適切な権限付与により、効率的・効果的な運営体制を構築す 

ること。 

  【評価委員の意見】 

    第 1 期中期目標期間は、地方独立行政法人移行の期間であった。第 2 期中期目標期間は、

安定期に入り、リスクマネジメントに対する記載があっても良いかと思う。イの項目を修正して

記載できないか。 

  【市の考え方】 

    医療センターとも調整を行い、リスクマネジメント体制の構築につきまして、イへ追加すること

とした。 

イ 各種情報収集・分析を基にした企画及び院内・院外への広報や連絡調整といっ 

た、組織横断的な経営企画機能の強化を図り、リスクマネジメント体制を構築すること。 

＜その他意見＞ 

  第 3-1-(1)病院の理念と基本方針、第 3-1-(2)内部統制について、語尾が「構築すること」となっ

ているが、第 1 期中期目標と内容が同じであるため、第 2 期中期目標では「継続すること」な

ど表記を考えたほうがよい。 

  第 3-1-(1)病院の理念と基本方針 
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   （原案） 

 「医療センターの理念と基本方針を、委託業者も含めた医療センターで働く全ての者

が理解し、その目的達成に向け一丸となって取り組む仕組みを構築すること。」 

  （修正案） 

 「医療センターの理念と基本方針を、委託業者も含めた医療センターで働く全ての者

が理解し、その目的達成に向け一丸となって引き続き取り組むこと。」 

  第 3-1-(2)内部統制 

 （原案） 

   「明確な役割分担と適切な権限付与により、効率的・効果的な運営体制を構築する

こと。」 

  （修正案） 

   「明確な役割分担と適切な権限付与により、効率的・効果的な運営を引き続き行うこ

と。」 
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Ver.1 

（トライアル版） 

人事評価制度運用マニュアル 

令 和 ２ 年 ８ 月 

市立東大阪医療センター 
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1. 所属目標の設定

所属目標を設定し、各職員と目標を共有します。 

（１）事務局より、級ごとの評価表を電子データで所属へ配布します。 

（２）所属長は今年度の目標を設定し、設定した目標を評価表の「目標達成度評価」欄に

記載します。設定した目標を直属の上司に報告します。 

（３）１次評価者は、被評価者と面談を行い設定した目標を共有します。 

※目標設定面談では、所属全体で「目標」を達成するために、被評価者に対し「期待する役割」「成

長課題」を伝えてください。 

2. 多面評価・・・対象者《医師は部長級以上、医師以外は課長級以上》 

所属以外の評価者（多面評価者）が被評価者の評価をするもので、１次評価者が被評価者を

評価する際の参考資料として活用します。多面評価の対象は、医師は部長級以上、医師以外

は課長級以上の職員です。 

（１）事務局より、多面評価者用の評価表を、多面評価者へ電子データで配布します。 

（２）多面評価者は、評価表に記載のある被評価者について評価を行い「評価結果記入

欄」に記載します。 

【評価項目】【評価項目の具体的内容】【達成基準】を記載します。 

目標は年次計画を基に１～３個程度設定します。 

被評価者の評価を行い、評価結果を記載します。 

※直属の上司だけでは把握できない人間性や特性を把握し管

理職育成を目的に一次評価者の参考材料とします。 

※多面評価者は、業務で関係が深い所属から総務課がランダム

で選定します。 
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（３）事務局へ電子データで返送します。 

3. 評価確定

評価期間（令和2年4月～評価時点）における評価を確定します。 

（１）所属長は、被評価者へ評価表を配布します。 

（２）被評価者は自己評価を行い「評価結果記入欄」の自己評価欄に記載をして、1次評

価者へ提出します。 

（３）事務局より、多面評価表を電子データで配布しますので、１次評価者は、被評価者

の自己評価および多面評価表を参考に、評価結果を記載します。また、「２．目標達

成度評価」欄の実績についても記載します。 

※トライアル実施のため、「目標達成度評価」の実績は、評価時点における達成度を記載してください。 

※多面評価表は1次評価者が被評価者を評価する際の参考資料として活用します。被評価者へは開示しないよう注

意してください。多面評価の対象は、医師は部長級以上、医師以外は課長級以上の職員です。 

２ 

3 

被評価者が自己評価を行い、<１．行動評

価>および<２．目標達成度評価>に評価結

果を記載します。 

①<２．目標達成度評価>の実績欄に実績を記載

します。※被評価者の自己評価前に記載可 

②自己評価および多面評価を参考に、<１．行動

評価>および<２．目標達成度評価>に評価結果

を記載します。 

③「一次評価者コメント記入欄」を記載します。 

１

２ 
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（４）評価表および多面評価表を印刷後、上席者へ提出し、２次および３次評価を行いま

す。評価表のサイズはA3で統一してください。

（５）３次評価終了後、評価表及び多面評価表を事務局へ返送します。 

4. フィードバック面談

フィードバック面談では、「長所や課題、それに対する次なる目標や改善のためのヒントをフ

ィードバックするもの」で、人材育成のためのアドバイスを行います。そのため、フィード

バックする評価結果は、３次評価終了後の評価結果ではなく、１次評価者による評価結果に

基づいて行います。

（１）１次評価者は1次評価を確定した後、被評価者へフィードバック面談を実施しま

す。 

22



日程 内容 評価表の流れ 媒体

全職員への評価表の配布 事務局 ⇒ 所属長 電子データで配布

目標設定開始
（必要に応じてキックオフ面談の実施）

所属長 ⇔ 一次評価者 ⇔ 被評価者 電子データに入力

多面評価開始 事務局 ⇔ 多面評価者 電子データで配布・入力

自己評価開始 一次評価者 ⇒ 被評価者 電子データに入力

9月24日(木)～10月11日(日) 一次評価開始
評価後：フィードバック面談

被評価者  ⇒ 一次評価者 電子データに入力後、紙印刷

10月12日(月)～10月25日(日) 二次評価開始 一次評価者 ⇒ 二次評価者 紙媒体に記入

10月26日(月)～11月8日(日) 三次評価開始 二次評価者 ⇒ 三次評価者 紙媒体に記入

評価結果の集計開始 三次評価者 ⇒ 事務局

評価者へのアンケート配布 事務局 ⇒ 所属

11月23日（月）～12月25日（金） 検証、課題の整理 人事評価ワーキング

以下の評価者は被評価者へ評価表の配布をお願いします。

所属 評価者
（目標設定者）

被評価者

副院長
医務局長

医務局 部長 副部長以下
局長 局次長・参事
師長 副師長以下
局長 局次長
科長 副科長以下

薬剤部 部長 副部長以下
局長 局次長
課長 総括主幹以下

質室 室長 室次長以下
地域医療連携室 室長 室次長以下

看護局

医療技術局

事務局

人事評価制度（Ｒ２．８）トライアル実施スケジュール

8月24日(月)～9月14日(月)

9月14日(月)～9月23日(水)

11月9日(月)～11月22日(日)

医療センター 院長
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